
議案第３号 

 

大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部改正について 

 

大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

令和８年３月２日提出 

 

大口町長   鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、議会の議員の期末手当に関して、国家公務員の指定職に

準じた給与改定を実施すること及び報酬月額を改定することに伴い、この条例の一

部を改正するため必要があるからである。 
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大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例 

 

第１条 大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和

３６年大口村条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「期末手当基礎額に」の次に「、６月に支給する場合には」 

を、「１００分の１７２．５」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の

１７７．５」を加える。 

第２条 大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を次のように改正する。 

第６条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１７２．５、１２月に

支給する場合には１００分の１７７．５」を「１００分の１７５」に改める。 

別表議長の項中「３９５，０００円」を「４０５，０００円」に改め、同表副

議長の項中「３２６，０００円」を「３３５，０００円」に改め、同表常任委員

会委員長の項中「３１１，０００円」を「３２０，０００円」に改め、同表常任

委員会副委員長の項中「３０４，０００円」を「３１２，０００円」に改め、同

表議会運営委員会委員長の項中「３１１，０００円」を「３２０，０００円」に

改め、同表議会運営委員会副委員長の項中「３０４，０００円」を「３１２，０

００円」に改め、同表特別委員会委員長の項中「３１１，０００円」を「３２０，

０００円」に改め、同表特別委員会副委員長の項中「３０４，０００円」を「３

１２，０００円」に改め、同表議員の項中「２９７，０００円」を「３０５，０

００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末

手当に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から適
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用する。 

（期末手当の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の大口町議会の

議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給され

た期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正新旧対照表（第

１条関係） 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 略 第６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合には１００分の１７２．５、

１２月に支給する場合には１００分の１７

７．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１７２．５を乗じて得た額に、基準日以

前６月以内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

３ 略 ３ 略 

 

大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正新旧対照表（第

２条関係） 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 略 第６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１７５を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合には１００分の１７２．５、

１２月に支給する場合には１００分の１７

７．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

３ 略 ３ 略 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 議員報酬月額  

 

議長 ４０５，０００円 

副議長 ３３５，０００円

常任委員会委員長 ３２０，０００円

区分 議員報酬月額  

 

議長 ３９５，０００円 

副議長 ３２６，０００円

常任委員会委員長 ３１１，０００円
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新 旧 

常任委員会副委員長 ３１２，０００円

議会運営委員会委員長 ３２０，０００円

議会運営委員会副委員長 ３１２，０００円

特別委員会委員長 ３２０，０００円

特別委員会副委員長 ３１２，０００円

議員 ３０５，０００円

備考 略 

常任委員会副委員長 ３０４，０００円

議会運営委員会委員長 ３１１，０００円

議会運営委員会副委員長 ３０４，０００円

特別委員会委員長 ３１１，０００円

特別委員会副委員長 ３０４，０００円

議員 ２９７，０００円

備考 略 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

国家公務員の指定職の給与改定に準じた改正及び令和８年２月１８日開催の行

政経営審議会の答申による報酬月額の改定を実施するものです。 

 

２ 改正の概要 

(1) 期末手当の支給割合 

令和７年人事院勧告により、期末手当を０．０５月分引き上げ、支給割合を３．

５月（現行３．４５月）に改定します。 

 ６月期 １２月期 計 

令和７年度 １．７２５月 １．７７５月（現行１．７２５月） ３．５月 

令和８年度 １．７５月 １．７５月 ３．５月 

※国の指定職俸給表の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の

合計月数を準用 

 

(2) 報酬月額の改定 

 
報酬月額 

現 行 改定案 

議 長 ３９５，０００円 ４０５，０００円 

副議長 ３２６，０００円 ３３５，０００円 

常任委員会委員長 

議会運営委員会委員長 

特別委員会委員長 

３１１，０００円 ３２０，０００円 

常任委員会副委員長 

議会運営委員会副委員長 

特別委員会副委員長 

３０４，０００円 ３１２，０００円 

議 員 ２９７，０００円 ３０５，０００円 
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  ・議員の報酬月額 

町長の給料月額に３３％を乗じた額 

  ・議長等の報酬月額 

役職等 議員を１とした場合の率 

議長 １．３３０ 

副議長 １．１００ 

委員長 １．０５０ 

副委員長 １．０２５ 

 

３ 施行期日 

第１条の規定は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用します。 

第２条の規定は、令和８年４月１日から施行します。 
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